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中央区社会福祉協議会 発展・強化計画 

はじめに 
 

○中央区社会福祉協議会発展・強化計画とは 

 本計画は、令和３年度～８年度を計画期間とする「第 2 期中央区地域福祉活

動計画」（以下「地域福祉活動計画」）の策定を受け、中央区社会福祉協議会

（以下「社協」）が取り組むべき事業や組織・経営基盤の強化に向けた計画で

あり、その経営ビジョンを示すものです。 

同時に本計画は社協の組織運営の効率化や職員の意識改革を図り、区民や福

祉関係者、自治体等に対し説明責任を果たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○策定の背景 

 地域福祉活動計画の実施にあたり、社協が計画推進の役割を果たすために

は、既存事業の見直しや人員・財源の確保が不可欠であり、今後の事業展開や

法人運営の方向性、経営課題を明確にし、実現と改善に向けて具体的な取り組

みを示すために、本計画を策定しました。 

 

〇計画の期間 

 地域福祉活動計画の計画期間に合わせて令和 3（2021）年度から令和 8

（2026）年度とし、3 年目に中間見直しを行います。 

 

○策定の経過 

 策定にあたり、地域福祉活動計画の作業部会である社協職員プロジェクトチ

ームにおいて本計画の検討を行い、本会事務局で取りまとめを行いました。 

社協が取り組むべき課題・事

業等を明らかにし、中期的な

事業目標を定める計画 

地域福祉活動計画 社協発展・強化計画 

区民が主体となって活動を

行うための参加型計画で、

主体的活動を支援するため

の社協の役割も含む 
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中央区社会福祉協議会 発展・強化計画 

１ 基本理念と行動指針 

基本理念 

さまざまなつながりと支えあいをはぐくむ 
地域福祉推進の担い手として、共に支えあい、誰もが安心して暮ら

せる福祉のまちづくりを推進することを基本とします。 

 

地域福祉活動計画と同一の基本理念のもとに、「地域共生社会」の実現を目

指し、包括的支援体制の構築に向けた「断らない相談支援」「社会参加支援」

「支えあいの地域づくり」などの取り組みをオール社協で推進していきます。 

 

行動指針 

フットワーク・ネットワーク・クリエイティブ 

アウトリーチにより（フットワーク）、区民・ボランティア団体・

NPO 法人・福祉施設・民間事業所などさまざまな主体と積極的に

連携・協働し（ネットワーク）、地域の課題解決に向けた仕組みづ

くり（クリエイティブ）を進めていきます。 

 

この指針は、職員が業務を遂行する際のよりどころ（合言葉）となるもの 

です。職員は日頃からこの行動指針を念頭に置き、業務にあたります。 
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２ 基本目標 

基本理念に向けて、今後６年間の目標を定め取り組みを進めます。 

 

  

（１）地域福祉活動計画に掲げる 3 つの「目

指す地域の姿」の実現に向けた取り組

みを実施します 

 

（２）事業と組織の合理化および業務の効率

化に取り組みます 

 

（３）財務の健全性を維持し、経営基盤の安定

化を図ります 

 

（４）危機管理体制の強化を図ります 

 

（５）職員の資質向上に向けた取り組みを進め

ます 

 

（５） 
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３ 取り組み内容 

 

〇前期計画の評価 

内 容 評 価 

 

 

プロジェクトチームの運営 

４つのプロジェクトごとに定期的にＰＴを開催し、

「サロンマップ」「見本市」等新規事業の企画・実施

を通して地域福祉活動の推進に貢献できた。また組

織横断的な取り組みは職員育成にも寄与した。 

 

計画に関連する事業の推進 

推進評価委員会で報告を行い、評価を受けた。 

 

 

 

アウトリーチ体制の整備 

地域ささえあい課の創設とＣＳＷの配置により、ア

ウトリーチに向けた体制整備が図られた。またアウ

トリーチＰＴと地域ささえあい課の連携により、地

域アセスメントや情報共有のための仕組みづくり等

が行われた。 

 

 

 

●プロジェクトチームの運営 

 「目指す地域の姿」の実現に向けた取り組みをオール社協で推進するため

に、前期計画で設置した４つの PT について、以下のとおりスクラップ＆ビル

ドを行います。 

基本目標（１） 
地域福祉活動計画に掲げる３つの「目

指す地域の姿」の実現に向けた取り組

みを実施します 
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①広報 PT  

⇒ 継続 

②アウトリーチ・ニーズキャッチ PT 

 ⇒ 継続（社協としての包括的支援体制構築に必要な部署間の連携強化に

ついて協議します） 

③業務改善 PT 

 ⇒ 新規 

④職員育成 PT 

 ⇒ 新規 

⑤地域福祉活動見本市実行 PT 

⇒ 廃止（ボランティア・区民活動センター所管事業に統合） 

⑥マップ・居場所づくり検討 PT 

⇒ 廃止（管理部所管事業に統合） 

  

 ※他にも社協の発展・強化に資するＰＴについては柔軟に対応します。 

 

●「目指す地域の姿」に向けて連携する取り組みの推進 

  地域福祉活動計画に掲げる３つの「目指す地域の姿」に向けて、次の事業

を推進します。 

 

  ◆連携する取り組み 

(1)広報・啓発・情報発信 ………………………………………… P10 

   (2)域福祉活動への参加きっかけづくり ………………………… P13 

   (3)多世代交流とアウトリーチ相談支援 ………………………… P17 

   (4)区民同士の交流と見守り ……………………………………… P18 

   (5)居場所・地域活動拠点支援 …………………………………… P20 

   (6)寄付・募金等による地域づくりの推進 ……………………… P23    

   (7)支えあいを基盤とする地域づくり ……………………………  P25 

   (8)区民同士の支えあい・助けあい ………………………………  P26 

   (9)多様な活動主体のつながりとネットワークづくり …………  P28   

    (10)地域の課題解決に向けた取り組みを通じた地域づくり …… P30    

(11)就労を通じた社会参加支援 …………………………………… P32 

   (12)制度の狭間や複合的な課題へのアプローチ ………………… P34 

   (13)高齢者・障害者等の権利擁護 ………………………………… P36 
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  ◆「目指す地域の姿」に向けて連携する取り組みの推進 

目指す地域の姿 連携する社協の取り組み 

多様なつながりのある地域 (1)(2)(3)(4)(5) 

みんなが活動に参加しやすい地域 (1)(2)(4)(6)(7)(8)(9)(10) 

「困った」に気づき、支援につなげる地域 (3)(7)(11)(12)(13) 

   

◆その他発展・強化が必要な事業 ……………………………………… P37 
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〇前期計画の評価 

内 容 評 価 

事業と組織の合理化および効

率化 

課長会や部長会などにおいて、現状業務の情報共有

や事業の効率化に向けた検討を行ったことにより、

担当業務の移管や課の新設などが実現した。 

 

 

●事業と組織の合理化および効率化 

 課長を中心とする「業務改善 PT」を設置し、組織の合理化、業務の効率

化、施設建物の活用等について具体的な協議を行うとともに、幅広く職員の意

見を募り、社協全体の事業と組織の見直しを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標（2） 
事業と組織の合理化および業務の効率

化に取り組みます 
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〇前期計画の評価 

内 容 評 価 

 

会員制度のあり方を検討 

広報ＰＴを中心に、法人会員証の発行や、会員向け

事業報告の作成など、会員が地域福祉の担い手であ

ると意識できるような取り組みを行った。 

基金の有効な使途についての

検討および保有資産の安全で

効率的な運用 

福祉事業基金については、社会福祉充実計画に沿っ

て基金の取り崩しを検討した。また、高額寄付受贈

に伴い、遺言者の意向に沿って新たな基金を創設し

た。 

 

自主財源の確保 

自主財源の安定化に向けて、寄付の方法や自動販売

機の設置場所の見直し、効率的な駐車場運営につい

ての検討などを行った。 

 

 

●基金活用・自主財源の確保 

 「業務改善 PT」において、社会福祉充実計画に基づく有意義な基金の活用

方法や、多様なつながりやネットワークを生かした自主財源の確保について検

討します。 

 

 

基本目標（３） 
財務の健全性を維持し、経営基盤の 

安定化を図ります 
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〇前期計画の評価 

内 容 評 価 

ＢＣＰ（事業継続計画）の策

定 

災害時の職員体制、事業体制について定めたＢＣＰ

（事業継続計画）を作成した。 

 

 

災害時の取り組み 

ボランティア・区民活動センターを中心に、災害時

のボランティアセンター運営マニュアルを改訂し

た。また、災害ボランティアセンター立ち上げ訓練

や区総合防災訓練への参加など、災害時に備えた実

践にも取り組んだ。 

 

 

●BCP のブラッシュアップ 

 「業務改善 PT」において、コロナ禍や災害 VC の立ち上げ・運営を踏まえ

た総合的な BCP の見直しを図っていきます。 

 

■BCPとは… 

事業継続計画（Business continuity planning）の略。 

災害などリスクが発生したときに、被害を最小限にとどめつつ、中核と

なる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき

活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく

計画のこと。 

基本目標（４） 危機管理体制の強化を図ります 
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〇前期計画の評価 

内 容 評 価 

 

職員の育成システムの構築 

職員向けに文書ガイドブックを作成し、業務の遂行

に活用するとともに、事業ごとのマニュアル作成に

取り組んだ。また、中央区や東京都社会福祉協議会

などが実施する外部研修にも積極的に参加した。 

 

 

●職員の育成システムの構築 

 主任を中心とする「職員育成 PT」を設置し、基本理念・行動指針を踏まえ

た研修の計画的な推進について具体的な検討を行います。併せて各部署で業務

マニュアルの随時更新・見直しを図り、切れ目のない業務の継続に努めます。 

 

■OJT とは… 

On-the-Job Training の略。職場の上司や先輩が、部下や後輩に対し、実

際の業務を行なう中で、仕事に必要な知識・技術・技能・態度などを意図的・

計画的・継続的に指導し、修得させることによって全体的な業務処理能力や力

量を育成する活動。これに対し、現場を離れて座学や実習を行なう方式は

「Off-JT」（Off the Job Training）と呼ばれる。 

 

 

 

基本目標（５） 
職員の資質向上に向けた取り組みを進

めます 
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４ 計画期間における各事業の取り組み 

取組（１）広報・啓発・情報発信 

 

 

取組の内容 

広報紙「中央区社協だより」、ボランティア情報紙「キャッチボール」、「中

央区サロンマップ」等の紙媒体、社協ホームページ、フェイスブック等の

電子媒体など多様な媒体を活用した情報発信 

 

 

 

 

 

 

取組の方向性 

・多様な年齢層や価値観を持った区民の興味・関心を引く内容とするとと

もに、高齢者や障害者などの情報弱者にも寄り添った情報提供ができる

よう、さまざまな媒体の活用や提供方法の工夫を図っていきます。 

・コロナ禍を踏まえ、情報の即時性や拡散性の高いフェイスブック等ＳＮ

Ｓによる情報提供の拡充を図るとともに、高齢者など電子メディアにな

じみのない方にも必要な情報がしっかりと届くよう、紙媒体についても

紙面づくりや配布方法等を考慮していきます。 

・「中央ぷらねっと」（中央区社会貢献企業連絡会）や「社会福祉法人連絡

会」による地域貢献活動の紹介等、企業や事業所などの興味・関心を引

くような情報提供を行います。 

・高層マンション等必要な情報が届きにくい居住形態の方、特に孤立が懸

念される高齢者等に、確実に情報が届けられるように民生・児童委員と

連携し、取り組みを進めていきます。 

関連する事業 

 

事業名 

 

事業内容 

取り組み目標 

前期 

（令和 3～5年度） 

後期 

（令和 6～8年度） 

広報紙「中央

区社協だよ

り」（かけは

し中央）の発

行 

社協の各事業や地域にお

ける福祉情報を紹介する

ため年 5 回発行し、新聞

折り込み等により配布し

ている。（障害者を対象

とした音声版、点字版を

併せて発行） 

・広報紙の配架、発 

送先について社協内

でのニーズ調査およ

び広報効果の検証を

行う。 

 

・さまざまな広報媒

体の活用について、

事業ごとの運用方法

・必要な情報が届きに

くい居住形態の方、孤

立が懸念される方への

情報伝達手段につい

て、災害時等の対応も

含め、地域と連携し検

討をすすめる。 
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ホームペー

ジ・フェイス

ブック等の運

営 

 

 

 

社協の事業内容や活動状

況等の情報提供を行う社

協のポータルサイトおよ

びフェイスブック「ニジ

ノコの部屋」を運営して

いる。 

 

 

 

や情報内容を考慮し

ながら検討する。 

・企業や法人への広

報取材を行い、その

活動を地域に発信す

ることで、コミュニ

ケーションを深め、

連携を促進する。 

 

・リニューアルした

ホームページを会全

体で有効に活用する

（HP、FB 年間閲覧

数 120%増）。 

・地域に密着した情報 

の共有ができるよう、

ホームページ等の

WEB 媒体をはじめと

する広報の充実を図っ

ていく。 

 

 

 

・継続 

「中央社協の

まちひとサイ

ト」ブログの

運営 

地域で行われているボラ

ンティア活動や地域福祉

活動に関する情報を広く

収集し、サイトを通じて

発信している。 

・ボランティア活動

や地域福祉活動の積

極的な情報収集・発

信（200 本／年）。 

 

・社協の広報戦略上

における位置づけを

明確化するととも

に、より効果的な発

信方法を検討する。 

・より効果的な方法で

の発信を図る。 

ボランティア

情報紙「キャ

ッチボール」

等の発行 

ボランティア活動の普及

啓発、参加促進のための

情報紙「キャッチボー

ル」の発行のほか、事業

ごとに特色のある情報発

信を行っている。 

・「キャッチボール」 

2,100 部／月 

・より多様で効果的な

ボランティア情報の発

信を図る。 
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「中央区サロ

ンマップ」の

発行 

社協が支援する各種サロ

ンや、区が運営・支援す

る「あかちゃん天国」

「高齢者通いの場」など

気軽に参加できるサロン

の情報をマップにまと

め、更新を図りながら、

年１回「中央区社協だよ

り」の発行に合わせて広

く配布している。 

また、本会ホームページ

にも掲載し、広く周知を

行っている。 

・年１回以上各サロ

ンの活動見学を行う

ほか、代表者等との

連携により活動状況

の定期的な把握に努

める。 

 

・年１回以上サロン

マップを発行する。 

 

・掲載サロンの活動

紹介記事の充実を図

ることで、区民の参

加の契機とするとと

もに、サロン運営者

のモチベーション維

持、向上につなげて

いく。 

 

 

・継続 

 

 

 

 

 

 

・継続 

 

 

・掲載サロンの活動紹

介記事のさらなる充実

を図るとともに、配架

先を増やし、サロン活

動への参加者増につな

げる。 

身近な地域で行われているさまざまな地域活動の把握に努め、参加のきっかけとなるよう

多様な媒体を活用し情報発信を行う。情報の発信にあたっては、活動内容の紹介等も行

い、活動者のモチベーションの向上につなげられるよう活動団体の広報にも力を入れる。 
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取組（２）地域福祉活動への参加きっかけづくり 

 

取組の内容 

「ボランティア入門講座」「場づくり入門講座」「健康福祉まつり」等、区民

が地域福祉活動に参加するきっかけとなるような多様な取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組の方向性 

・各種講座については、タイムリーなテーマを取り上げるとともに、広報や

講座・体験内容の充実を図り、さらに多くの方々に参加してもらい、地域

福祉活動やボランティア活動への関心を高めていきます。 

・受講者同士の交流や意見交換を行う場や機会を増やし、受講者の意識向上

やネットワーク化を推進します。 

・近年日本各地で発生している豪雨災害などを受けて、災害ボランティアへ

の関心が高まっていることから、「災害ボランティア関連講座」や「災害ボ

ランティアセンター運営訓練」などの内容充実を図ります。 

・コロナ禍を踏まえ、新しい生活様式に応じた講座やイベント等のあり方に

ついて検討していきます。 

・区や関係団体の各種講座などとも役割分担と連携を図りながら、区民が自

分に合った形で安心して地域活動に参加できるきっかけづくりを拡充し

ていきます。 

・「健康福祉まつり」については、福祉活動やボランティア活動について多く

の区民、団体、グループ等が理解を深めるきっかけとしての本来の目的・

趣旨が十分達成されているか、実行委員会や区とともに継続的に検証しま

す。 

・子どもの頃から福祉活動やボランティア活動への関心を高めるために、

「イナっこ教室」や「福祉体験講座」等 において体験内容の充実を図

ります。 

関連する事業 

 

事業名 

 

事業内容 

取り組み目標 

前期 

（令和 3～5年度） 

後期 

（令和 6～8年度） 

ボランティア

入門講座 

ボランティア活動に関

心のある方を対象に、

年複数回ボランティア

に関する講座を開催し

ている。 

・コロナ禍における活

動や災害など、タイム

リーなテーマを設定す

る。 

※ボランティア入門講

座（年２テーマ） 

災害ボランティア入門

講座（年 1回） 

・継続して講座を開催

しつつ、受講者のボラ

ンティア活動参加、継

続支援をさらに進め、

相互のつながりづくり

を促進する。 
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災害ボランティアセン

ター運営訓練（年 1

回） 

福祉体験講座 

 

学校、団体、グループ

等からの申込により、

車椅子体験、点字体

験、手話体験、シニア

体験などの講座を随時

開催している。 

・子どもの頃から福祉活動やボランティア活動へ

の関心を高めるために、体験内容や活動メニュー

の充実を図る。 

夏休み福祉・

ボランティア

体験講座「イ

ナっこ教室」 

学校の夏休み期間中

に、区内在住・在勤・

在学の小学校高学年以

上を対象に登録ボラン

ティア団体や福祉施設

等でのボランティア体

験メニューを設定し、

地域福祉活動やボラン

ティア活動への関心を

高めている。 

場づくり入門

講座 

地域に欲しい居場所を

作るためのノウハウを

学ぶ連続講座を開催し

ている。 

・年１回以上開催し、

コロナ禍の状況によっ

てはオンライン開催も

検討する。 

 

・講座修了者のネット

ワーク化を図るため、

交流会等の開催を検討

する。 

 

・講座修了者の思いが

形になった“場”が地

域に増え、自分にあっ

た参加の機会が増え

る。 

・継続 

 

 

 

 

・修了者同士のネット

ワークとの連携によ

り、新たな地域活動が

創出される。 

 

・区内のサロン活動等

の状況により、“場”の

継続等に資する講座

（発展講座）の実施を

検討。 
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ささえあいサ

ポーター養成 

講座 

住民の困りごとや地域

課題にいち早く気づ

き、コーディネーター

や関係機関へつなぐこ

とができる、ゆるやか

な見守りの担い手を養

成するための講座を開

催している。 

・年１回以上開催し、

コロナ禍の状況によっ

てはオンライン開催も

検討する。 

 

・講座修了者のモチベ

ーションの維持・向上

のため、フォローアッ

プ研修を実施する。 

 

・講座終了後、具体的

な活動への参加につな

がるプログラムを検討

する。 

 

・継続 

 

 

 

 

・継続 

 

 

 

 

・講座修了者がさまざ

まな場面で地域活動に

参加できるよう支援を

行い、地域のゆるやか

な見守り体制の構築を

目指す。 

グリーフサポ

ート入門講座 

グリーフ（病気や離別

などによる喪失）を抱

え、孤立した近隣住民

への寄り添い方を学ぶ

講座を開催している。 

・年２回開催する。 

※区民向けの講座に加

えて、グリーフを経験

することが多い福祉関

係者向けの講座を実施

し、研鑽の機会を提供

する。 

 

・講座修了者のフォロ

ーアップについて検討

する。 

・継続 

 

 

 

 

 

 

 

・講座修了者の交流の

場を設け、修了者の思

いを行動につなげられ

るよう支援を行う。 

中央区健康福

祉まつり 

福祉と健康のまちを目

指して、地域で生活す

る障害者、高齢者、子

育て世代をはじめ、福

祉関係機関、ボランテ

ィア等すべての人々が

参加し、ふれあい、交

・本来の目的、趣旨が十分達成されているか、実

行委員会や区とともに検証し、ふれあいやノーマ

ライゼーションの推進をさらに図ることができる

まつりを実施する。 
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流する機会を通じて相

互の理解と親睦を深

め、ノーマライゼーシ

ョンの推進を図るた

め、毎年秋に実行委員

会および区との共催で

開催している。 
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取組（３）多世代交流とアウトリーチ相談支援 

 

取組の内容 

 

「おとなりカフェ・ちょこっと相談会」の実施 

 

 

 

取組の方向性 

・誰もが気軽に身近なカフェに参加できたり、コーディネーターに相談でき

るようにするため、区との連携により月島地域の「勝どきデイルーム」の

ほか、京橋地域と日本橋地域でも「おとなりカフェ・ちょこっと相談会」

が定期開催できるようにしていきます。 

・区民ボランティア等の参画とコーディネーターとの役割分担により、区民

の多様なニーズに対応できるようにしていきます。 

・区民が身近な地域でさまざまな相談を気軽に受けられる包括的な相談支

援の拠点としての機能を充実させます。 

関連する事業 

 

事業名 

 

事業内容 

取り組み目標 

前期 

（令和 3～5年度） 

後期 

（令和 6～8年度） 

おとなりカフ

ェ・ちょこっ

と相談会 

地域福祉コーディネー

ターおよび生活支援コ

ーディネーターが「勝

どきデイルーム」等地

域の身近な場所に出向

き、多世代交流の場づ

くり（おとなりカフ

ェ）と困りごとの気軽

な相談会（ちょこっと

相談会）を実施してい

る。 

 

 

・京橋地域、日本橋地

域、月島地域それぞれ

で定期的に開催する。 

 

・事業の認知度を向上

させ、気軽に相談でき

る場としての機能と、

区民同士の交流の場と

しての機能の充実を図

る。 

・京橋地域、日本橋地

域、月島地域それぞれ

で開催。実施にあたっ

ては、より身近な場所

で参加できるよう開催

場所を増やすことを検

討する。 

 

・相談支援の拠点とし

て地域のちょっとした

気づきが寄せられ、困

りごとの早期発見、早

期解決に至るケースが

増える。 
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取組（４）区民同士の交流と見守り 

 

取組の内容 
「ふれあい福祉委員会」「いきいき地域サロン」等の区民が主体的に行うサ

ロン活動等の推進 

 

 

 

 

取組の方向性 

・身近な場所で区民が気軽に集まり、定期的に交流する見守りとふれあいの

機会を増やすため、既存のサロン活動の支援だけでなく、地域におけるさ

まざまな主体による多様な活動の支援を充実していきます。 

・「高齢者通いの場」「認知症カフェ」などの区が支援するサロン活動も含め、

団体同士や活動メンバー同士の交流や意見交換の場を拡充し、区内のサロ

ン活動のネットワーク化を促進していきます。 

・「ウィズ・コロナ」「アフター・コロナ」を見据えたサロン活動のあり方

について検討を進めていきます。 

関連する事業 

 

事業名 

 

事業説明 

取り組み目標 

前期 

（令和 3～5年度） 

後期 

（令和 6～8年度） 

ふれあい福祉

委員会 

近隣住民が高齢者や障

害者への安否確認のた

めの友愛訪問等を行

い、地域で支えあい、

助けあう、町会等を単

位とした小地域福祉活

動を支援している。 

 

・活動希望者に対し、

個々の活動内容に合わ

せた個別支援を行う。

また、各事業の安定的

運営を目指し、スタッ

フ等に対してタイムリ

ーな情報提供と助言を

行う。 

 

・各事業の活動メンバ

ーが交流、意見交換で

きる合同の交流会を企

画、実施する。 

 

 

 

・感染防止対策を講じ

ながら各事業の状況に

合わせた開催のあり方

・スタッフ等の新規参

画を促すため、年齢層

に応じた広報を強化す

るなど、戦略的で効果

的な周知活動を展開す

る。 

 

・本会の既存事業だけ

でなく、区が支援する

サロン等、さまざまな

サロン活動メンバーが

参加する交流会を開催

し、区内のサロン活動

のネットワーク化を図

る。 

 

・継続 

 

 

いきいき地域

サロン 

高齢者、障害者、子育

て世代などのグルー

プ・団体が地域で自主

的、自発的に行う福祉

活動を支援している。 

ほがらかサロ

ン 

高齢者の孤立防止や介

護予防を目的として会

食しながら交流する活

動を支援している。 
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  を工夫、実施し、コロ

ナ禍でも事業を継続す

ることで、事業を通し

た参加者同士のつなが

りを維持していく。 

 

・区事業の「高齢者通

いの場」とも連携し、

担い手のモチベーショ

ン維持、向上に資する

ような研修会を実施す

るとともに、居場所と

しての機能の強化を図

れるよう努める。 

 

 

 

 

 

 

・継続 
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取組（５）居場所・地域活動拠点支援 

 

取組の内容 

 

「勝どきデイルーム」などにおける居場所づくりの支援 

 

 

 

 

取組の方向性 

・「勝どきデイルーム」では、さらに区民主体の多様なサロン活動が展開され

るよう支援します。また、サロン活動を運営する団体や活動メンバー同士

の連携を深め、いつでも誰もが気軽に立ち寄ることのできる「居場所づく

り」を行っていきます。 

・多世代交流スペース「はまるーむ」（令和 3 年度開設予定）については、

区民からの意見を伺いながら、「勝どきデイルーム」と同様に区民主体の

多様な地域活動が開催されるよう整備するとともに、社協による常設のア

ウトリーチ相談拠点としての活用を検討します。 

・「さわやかワーク中央」が障害のある利用者にとって安心、安全な常設の

居場所になっている点に着目し、地域の居場所としての活用の可能性に

ついても幅広く検討していきます。 

関連する事業 

 

事業名 

 

事業説明 

取り組み目標 

前期 

（令和 3～5年度） 

後期 

（令和 6～8年度） 

「勝どきデイ

ルーム」の運

営 

地域の多世代交流や地

域活動の拠点として、

区から借り受け社協が

運営している「勝どき

デイルーム」では、地

域福祉コーディネータ

ー・生活福祉コーディ

ネーターが「おとなり

カフェ・ちょこっと相

談会」を定期的に開催

しているほか、区民主

体の多様なサロン活動

等が開催されている。 

 

 

・月４回おとなりカフ

ェ・ちょこっと相談会

を開催。開催時に区民

の協力も得て、気軽に

安心して集える場とな

るよう努める。 

 

・年１回利用団体交流

会を開催し、利用団体

のつながりづくりを行

う。 

 

 

・おとなりニュース等

さまざまな広報媒体を

活用し、勝どきデイル

・継続 

※年齢や分野を問わず

さまざまな区民の参加

が増え、多様なつなが

りの生まれる場とな

る。 

 

・継続 

※利用団体間の連携が

深まることで、連携を

活かした取り組みが行

われる。 

 

・広報活動等の充実に

より、利用団体が増加

し、多様な団体による



21 

 
中央区社会福祉協議会 発展・強化計画 

ームおよび利用団体の

周知を行う機会を増や

す。 

活動が行われ、区民が

気軽に参加できる場が

増える。 

多世代交流ス

ペース「はま

るーむ」の整

備 

令和３年度の開設に向

けて、浜町三丁目に建

設中のマンションの１

階に多世代交流スペー

ス「はまるーむ」を設

置し、区民主体の多様

な地域活動の促進等を

図る。 

・月４回おとなりカフ

ェ・ちょこっと相談会

を開催する。 

 

 

 

 

・さまざまな媒体を通

して地域活動の拠点と

して周知を図り、利用

団体の増加を図る。 

 

・職員が常駐すること

で、いつでも誰もが気

軽に立ち寄れる場とな

り、地域のちょっとし

た気づきが寄せられる

アウトリーチの拠点と

なる。 

・継続 

※継続的な開催によ

り、参加者数が増え、

身近な地域での参加の

場としての機能をも

つ。 

 

・継続 

※利用団体の増加を踏

まえ、利用団体交流会

の開催を検討する。 

 

・継続 

※区民から寄せられた

気づきをきっかけに、

困りごとの早期発見、

早期解決が図れるよう

になる。 

地域の居場所

づくり助成 

地域におけるサロン活

動や居場所を立ち上げ

る取り組みに対し費用

助成することにより、

新たな活動の立ち上げ

を支援している。 

・さまざまな媒体を通

して本事業の周知を図

り、利用団体の増加を

図る。 

 

・利用状況等をみなが

ら、適宜助成内容の見

直しを行う。 

・継続 

※本事業を活用して地

域活動を立ち上げる団

体の増加を図る。 

 

・継続 
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「さわやかワ

ーク中央」の

運営 

障害者総合支援法に基

づく「就労継続支援Ｂ

型事業所」として、障

害者に福祉的就労の機

会を提供することによ

り日中活動の充実を図

るとともに、利用者

個々の生活課題の改善

に向けた支援を行って

いる。また、令和２年

度末から障害者の生活

を地域全体で支える

「中央区地域生活支援

拠点」となり、「体験・

機会の場」としての機

能強化を図る。 

・区民等の居場所や交

流の場としての空きス

ペースについて、活用

を検討する。 

 

 

 

・利用者の社会参加お

よび地域交流促進のた

め、各種イベントに参

加する。 

※年１回（健康福祉ま

つり） 

 

・利用者の高齢化、重

度化に対応するための

レクリエーションや当

事者スキルアップ講座

等を拡充する。 

※年３回（秋レク、バ

ス研修、全体懇談会） 

・年３回 

※年３回程度さわやか

ワーク中央を開放し、

区民やボランティアの

協力のもと、交流の場

を開催する。 

 

・年３回 

※健康福祉まつり、ブ

ーケまつり、地元主催

のまつり等に参加す

る。 

 

 

 

・年６回 

※左記も含め、買い物

ツアーやスキルアップ

講座など２カ月に１回

程度実施する。 

区民が身近で、気軽に、安心して集える場所として活用できる地域活動の拠点を増やすと

ともに、既存の拠点では利用団体同士の交流を図り、活動の活性化やモチベーションの維

持・向上に資する取り組みを行う。 
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取組（６）寄付・募金等による地域づくりの推進 

 

取組の内容 
地域の活性化や地域づくり支援のための「共同募金」（歳末たすけあい運動、

赤い羽根共同募金）その他寄付活動 

 

 

 

 

 

取組の方向性 

・寄せられた募金の助成・配分にあたっては、透明性と公平性の確保に努め

るとともに、社協のネットワークを生かして新しい助成先・配分先の掘り

起こしを進め、地域の活性化につなげます。 

・共同募金は町会・自治会、団体などを通じた最も身近な地域福祉活動であ

ることから、さらに地域との協力関係を深めて取り組みやすい活動とする

とともに、広く企業などへも働きかけていきます。 

・寄付受領にあたっては、寄付者・受贈者双方の満足度向上と地域福祉へ

の貢献度を高めるため、広報の仕方やマッチングについて工夫していき

ます。 

関連する事業 

 

事業名 

 

事業説明 

取り組み目標 

前期 

（令和 3～5年度） 

後期 

（令和 6～8年度） 

歳末たすけあ

い運動 

町会・自治会、女性団

体、民生・児童委員協

議会等の団体や法人・

個人の協力を得て募金

を行い、寝たきり高齢

者介護者などに対する

各種見舞金の贈呈や福

祉団体への助成等を行

っている。 

・助成金の申請方法や

使途報告について整備

をすすめ、募金の成果

を見える化する。 

 

 

 

 

 

 

・企業へのはたらきか

けを強化し、それぞれ

の活動における参加企

業を増やす（単年度あ

たり左記事業で計１０

事業所増）。 

・募金活動における町

会、自治会や民生・児

童委員等とのネットワ

ークを生かし、地域の

情報収集に努めること

で、資源の開発や活用

につなげていく（新規

助成先・配分先増を目

指す）。 

 

・企業との連携体制に

ついて引き続き強化を

図っていく。 

  

 

 

赤い羽根共同

募金 

町会・自治会等の協力

を得て募金活動を実施

し、寄せられた募金は

民間の社会福祉施設・

団体等へ配分するほ

か、さまざまな福祉活

動に使用している。 
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寄付受領 寄付金、寄付物品を受

け付け、区内福祉施設

やボランティア団体等

で活用されるようコー

ディネートしている。 

・広報の機会を増や

し、各事業の地域にお

ける成果を積極的に

PR していく。 

 

・災害時等におけるマ

ッチングも視野に入れ

た寄付物品の地域ニー

ズを把握し、物品寄付

調整について効果的な

方法を検討する。 

・災害時等における寄

付物品のニーズおよび

調達について想定した

リスト作成を実施す

る。 

会員制度 社協会員として会費を

納めていただくことで

社協の活動を経済的に

支援していただくとと

もに、本計画策定のた

めのアンケート調査等

にご協力いただいてい

る。 
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取組（７）支えあいを基盤とする地域づくり 

 

取組の内容 
「地域支えあいづくり協議体（第１層）」「支えあいのまちづくり協議体（第

２層）」の運営 

 

 

 

 

取組の方向性 

 

 

 

・区と連携しながら、地域共生社会の実現に向けた「支えあいの仕組みづく

り」や「地域のつながりづくり」について、世代や障害の有無等を超えて

多様な主体が話し合う会議体を目指していきます。 

・マンション等集合住宅を一つの生活圏域と捉え、特性や課題について幅広

い視点からアセスメントを行うとともに、具体的な取り組みの立案や課題

解決に向けた連携・協働のあり方について検討していきます。 

・協議体で協議された内容等について、区民に情報提供するなどして周知

を図り、広く区民からも意見を聴取する仕組みづくりを進めていきま

す。 

関連する事業 

 

事業名 

 

事業説明 

取り組み目標 

前期 

（令和 3～5年度） 

後期 

（令和 6～8年度） 

地域支えあい

づくり協議体

（第１層） 

高齢者が住み慣れた地

域でいきいきと住み続

けられる体制の整備を

推進するため、中央区

全体の介護予防や生活

支援の取り組みについ

て、学識経験者や民生

委員、専門機関等が集

まり、意見交換や情報

共有を行っている。 

・課題（テーマ）ごと

に協議体メンバーを構

成するなど、多様な主

体の参加による運営を

行う。 

 

・協議体で抽出された

地域課題について広く

区民から意見を聴取す

る機会を設け、支えあ

いの仕組みづくりへの

参加の契機とする。 

 

・第１層協議体と第２

層協議体の連携を強化

し、高齢者の生活支援

に資する取り組みを実

施する。 

・継続 

 

 

 

 

 

・継続 

 

 

 

 

 

 

・生活支援の取り組み

について、広く区民の

参画を促し、充実を図

る。 

支えあいのま

ちづくり協議

体（第２層） 

日常生活圏域(京橋・日

本橋・月島の３地域)を

対象として、圏域内の

中で活動しているメン

バーで構成し、それぞ

れの地域特性に応じた

高齢者の生活支援につ

いて議論している。 
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取組（８）区民同士の支えあい・助けあい 

 

取組の内容 
「虹のサービス」「ファミリー・サポート・センター」など地域で助けあう活

動の推進 

 

 

取組の方向性 

・提供会員等担い手側の不足状況を解消するため、多様な機会や情報媒体を

活用し、多角的な広報活動を実施していきます。 

・コロナ禍を踏まえ、活動中における感染予防対策や緊急時対応についての

マニュアル等を整備します。 

・安全対策等の研修の充実を図ります。 

関連する事業 

 

事業名 

 

事業説明 

取り組み目標 

前期 

（令和 3～5年度） 

後期 

（令和 6～8年度） 

虹のサービス 高齢や障害、産前産後

などの理由により、日

常の家事等に支援が必

要な方（利用会員）に

対して、地域のボラン

ティアの方（協力会

員）が家事等を援助す

る会員制の助けあい活

動をコーディネートし

ている。 

・虹のサービスでは、

公共機関やイベント等

さまざまな機会や媒体

を活用し、広報活動の

拡充を図る。 

 

・ファミリー・サポー

ト・センターでは、提

供会員の講習会参加を

促すため、オンライン

形式での開催を、併せ

て、受講漏れを防ぐた

めの受講履歴等の効果

的な管理・活用につい

て具体的に着手する。 

 

・感染症予防や事故・

災害発生時等の対応マ

ニュアルを作成し、適

宜最適化を図る。 

 

・感染症予防や緊急時

・前期取り組み目標を

実践し、より積極的な

広報活動を展開する。 

 

 

 

・前期取り組み目標の

実践、推進を通して担

い手の定着につなげ

る。 

 

 

 

 

 

 

・継続 

 

 

 

 

・継続 

ファミリー・

サポート・セ

ンター 

子育ての手助けが必要

な方（依頼会員）と子

育ての手助けができる

方（提供会員）をアド

バイザーがつなぎ、住

民相互の支えあいによ

る子育てを支援してい

る。 
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等の対応を想定した実

践的な研修を企画、実

施する。 
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取組（９）多様な活動主体のつながりとネットワークづくり 

 

取組の内容 
ボランティア活動の支援およびボランティア・地域貢献活動等に取り組む多

様な主体による交流・連携の促進 

 

 

 

取組の方向性 

・引き続きボランティアが活動しやすいような環境の整備に努めるほか、ボ

ランティア同士の交流・連携を促進し、ネットワーク化を図ることで、新

しい活動の創出や潜在的な担い手の掘り起こし、既存の活動の充実等につ

なげていきます。 

・企業や在勤者にとって無理のない範囲で活動でき、地域に関心を持って

もらえるような取り組みの提案を行っていきます。 

関連する事業 

 

事業名 

 

事業説明 

取り組み目標 

前期 

（令和 3～5年度） 

後期 

（令和 6～8年度） 

ボランティア

活動の支援 

ボランティアに関する

相談全般を受けるほ

か、ボランティア活動

を希望する個人・団体

等を登録し、情報提供

や保険の加入、活動へ

の助成等を行い、区内

におけるボランティア

活動の促進を図ってい

る。また相互の親睦や

活性化を図ることを目

的とした「ボランティ

ア交流会」などを行っ

ている。 

・登録個人ボランティ

ア：100 名 

・登録ボランティアグ

ループ：60団体 

・社協ホームページを

さらに活用し、より新

規活動者の参加を促進

する。 

企業による地

域貢献活動の

促進 

企業の地域貢献活動に

関する相談全般を受け

るほか、「中央ぷらねっ

と」（中央区社会貢献企

業連絡会）との協働

等、企業による地域貢

献活動の促進を図って

・「中央ぷらねっと」と

の連携継続のほか、法

人会員や寄付申し出企

業、中小企業などに地

域貢献活動への参加を

働きかける。 

・前期取り組み目標の 

実践、推進を通して参

加企業の増加、多様化

を図る。 
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いる。 

中央区社会福

祉法人連絡会 

区内の社会福祉法人で

ネットワークをつく

り、「ボッチャ体験＆ち

ょこっと相談会」「福祉

体験合宿」等の地域貢

献活動を協働実施して

いる。 

・新たな地域課題に即

した地域公益活動の検

討を行う。 

・法人の形態にとらわ

れない大きな枠組みで

のネットワーク化につ

いて検討する。 
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取組（10）地域の課題解決に向けた取り組みを通じた地域づくり 

 

取組の内容 
「地域福祉コーディネーター（ＣＳＷ）」「生活支援コーディネーター」によ

る地域づくり支援 

 

取組の方向性 

・地域の課題解決に向けた取り組みを通じて、新しいつながりづくりや社

会資源の創出、埋もれている既存資源の掘り起こし等を図り、生活圏域

ごとに地域課題を解決する体制を整備していきます。 

関連する事業 

 

事業名 

 

事業説明 

取り組み目標 

前期 

（令和 3～5年度） 

後期 

（令和 6～8年度） 

地域福祉コー 

ディネーター 

（ＣＳＷ：コ 

ミュニティ・ 

ソーシャル・ 

ワーカー） 

制度の狭間にあり、支

援が行き届かない人や

複合的な課題を抱えた

世帯に対し、訪問型

（アウトリーチ）の

「個別支援」を行うと

ともに、地域のネット

ワークを通じて地域の

課題を把握し、区民や

関係機関・団体等との

協働により解決を図る

「地域支援」を行って

いる。 

また区民や関係機関・

団体に働きかけて、地

域の中で課題を解決す

るための仕組みづくり

に取り組んでいる。 

・既存のネットワーク

を活かし、連携を密に

することで地域に潜在

する社会資源のキャッ

チに努め、キャッチし

た社会資源の見える化

（区民への情報発信

等）を行う。 

 

・個別的な課題を我が

事として受けとめても

らえるよう、区民への

情報発信を行う。 

 

 

 

・さまざまな機会を通

じて区民との顔の見え

る関係づくりに努め、

地域へアウトリーチす

る基盤（ネットワー

ク）を作る。 

・さまざまな社会資源

との協働により、個別

課題の解決を図る。ま

た、実践の積み重ねに

より地域課題の解決に

つながるプラットフォ

ームづくりを目指す。 

 

 

・区民とともに地域課

題への気づき・発見を

する機会を設け、地域

課題の解決に向けて協

力が得られるよう区民

の意識の醸成を図る。 

 

・コーディネーターが

築いた基盤（ネットワ

ーク）を活かし、地域

特性、居住形態にあわ

せた支えあいの仕組み

づくりを向けた支援を

行う。 

生活支援コー

ディネーター 

高齢者を対象として

「地域福祉コーディネ

ーター」と同様な活動

を行うとともに、福祉

の関係者等を構成員と

する「地域ささえあい



31 

 
中央区社会福祉協議会 発展・強化計画 

づくり協議体」等を運

営しながら、地域にお

ける協働の体制づくり

を進め、支援を必要と

する高齢者を取り巻く

さまざまな支援者のネ

ットワーク化や新たな

社会資源の創出に取り

組んでいる。 
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取組（11）就労を通じた社会参加支援 

 

取組の内容 
「シルバーワーク中央」「中央区障害者就労支援センター」における高齢者・

障害者の就労支援 

 

 

取組の方向性 

・年齢や障害種別等に関わらず、就労を通じた社会参加による自己実現に向

けて、社協の強みを生かした地域資源の活用や多様なネットワークとの柔

軟な連携・協働を進めていきます。 

・さまざまな就労のニーズに対応できるようにその場に即した手法を用

い、サポート体制を拡充していきます。 

関連する事業 

 

事業名 

 

事業説明 

取り組み目標 

前期 

（令和 3～5年度） 

後期 

（令和 6～8年度） 

シルバーワー

ク中央 

概ね 55 歳以上の方を

対象に職業紹介や就労

に関する情報提供、セ

ミナーの開催等きめ細

かい相談支援を行って

いる。 

・中央区の地域特性を

踏まえた求人の要望に

対応できるよう、地域

事業所からの情報収集

を積極的に行い、区独

自の求人開拓を行う。

求職者に対しては、本

人の特性や生活状況の

聞き取りを丁寧に行

い、より満足のいく就

業につなげる（過去３

年平均求人開拓数

1,623 件 新規求職者

数 837 名、求人数

3,309 名、就職者率

25.4％を超えることを

目標とする）。 

・求職者に対して、セ

ミナーなどを通して就

業のための意欲、スキ

ルなどの向上を目指

し、高齢者のより充実

した生活につなげる。 

地域事業所との連携を

密にし、ニーズに即し

た雇用につなげ、さら

には継続した雇用につ

なげる。 

中央区障害者

就労支援セン

ター 

障害者の就労や就労に

必要な生活支援に関す

る相談に応じている。 

また障害者雇用を希望

する企業等に対して

・より多様な就労のニ

ーズに対応できるよ

う、地域の企業説明会

に参加する。 

※新規開拓・実習受け

・地域企業との関わり

や企業ニーズの理解を

深めることにより、登

録者に対するより的確

な就労マッチングにつ
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は、セミナーの開催や

障害理解のための啓発

等の支援を行ってい

る。また令和 2 年度末

から障害者の生活を地

域全体で支える「中央

区地域生活支援拠点」

となり、「相談、緊急時

の受け入れ対応」の機

能強化を図る。 

入れのための企業相談

対応等：年間 200 件 

 

 

 

 

・中央区障害者就労支

援事業所ネットワーク

においてイベント、セ

ミナーの共催等により

連携を深める。また、

さまざまな啓発活動を

検討し試行する。 

 

・計画的な研修受講等

により職員の専門性の

向上と相談対応力の強

化を図る。 

（就業基礎研修、ジョ

ブコーチ研修の段階的

な受講） 

※主任相談支援専門員

の配置。計画作成契約

者数：81 名 

なげる等、サポート力

を向上させる。 

※新規開拓・実習受け

入れのための企業相談

対応等：年間 240 件 

 

・ネットワークを通じ

たさまざまな企業連

携・協働の取り組みを

進めることにより、区

民の障害者雇用に対す

る理解が深まる。 

 

 

・職員の専門性の向上

と相談対応力の強化に

より的確に障害者のニ

ーズを把握し、就労を

通じ安定した社会参加

につなげる。 

※相談支援専門員有資

格者の増加と計画作成

契約者数：100 名 
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取組（12）制度の狭間や複合的な課題へのアプローチ 

 

取組の内容 
「地域福祉コーディネーター（ＣＳＷ）」「生活支援コーディネーター」によ

る個人・地域へのアウトリーチ支援 

 

 

 

取組の方向性 

 

 

 

・制度の狭間にある個別課題（8050 問題、ダブルケア、ゴミ屋敷問題等）

や複合的な課題の解決にあたり、区民や行政をはじめさまざまな関係機

関・団体と連携・協働することにより、個別支援から地域支援へ、さらに

その先にある地域の課題解決力向上へと輪を広げていきます。 

・困りごとや孤立状態が潜在化しやすい高層マンション等の居住者に向け

たアウトリーチ支援を進めるため、民生・児童委員などと連携し、アプ

ローチの方法や新しい連携先とのつながりづくり等を工夫していきま

す。 

関連する事業 

 

事業名 

 

事業説明 

取り組み目標 

前期 

（令和 3～5年度） 

後期 

（令和 6～8年度） 

地域福祉コー 

ディネーター 

（ＣＳＷ：コ 

ミュニティ・ 

ソーシャル・ 

ワーカー） 

 

 

制度の狭間にあり、支

援が行き届かない人や

複合的な課題を抱えた

世帯に対し、訪問型

（アウトリーチ）の

「個別支援」を行うと

ともに、地域のネット

ワークを通じて地域の

課題を把握し、区民や

関係機関・団体等との

協働により解決を図る

「地域支援」を行って

いる。 

また区民や関係機関・

団体に働きかけて、地

域の中で課題を解決す

るための仕組みづくり

に取り組んでいる。 

・「断らない相談支援」

を基本姿勢として、

CSW に寄せられた相

談を包括的に受けとめ

る。 

 

・複合的な課題の解決

には長期的な視点に立

った支援が必要な場合

もあるので、伴走型支

援を念頭に行う。 

 

・上記の支援方針を継

続することで、個別支

援および地域支援の支

援件数が増加。 

 

・個別的な課題を我が

事として受けとめても

・継続 

 

 

 

 

 

・継続 

 

 

 

 

 

・個別支援および地域

支援の支援件数の増加

傾向が続くが、地域支

援の割合が増加。 

 

・区民とともに地域課

題への気づき・発見を



35 

 
中央区社会福祉協議会 発展・強化計画 

生活支援コー

ディネーター 

高齢者を対象として

「地域福祉コーディネ

ーター」と同様な活動

を行うとともに、福祉

の関係者等を構成員と

する「地域ささえあい

づくり協議体」等を運

営しながら、地域にお

ける協働の体制づくり

を進め、支援を必要と

する高齢者を取り巻く

さまざまな支援者のネ

ットワーク化や新たな

社会資源の創出に取り

組んでいる。 

らえるよう、区民への

情報発信を行う。（再

掲） 

 

 

 

・さまざまな機会をと

おして区民との顔の見

える関係づくりに努

め、地域へアウトリー

チする基盤（ネットワ

ーク）を作る。（再掲） 

する機会を設け、地域

課題の解決に向けて協

力が得られる区民の養

成・発掘を行う。（再

掲） 

 

・コーディネーターが

築いた基盤（ネットワ

ーク）を活かし、地域

特性、居住形態にあわ

せた支えあいの仕組み

づくりを向けた支援を

行う。（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

中央区社会福祉協議会 発展・強化計画 

取組（13）高齢者・障害者等の権利擁護 

 

取組の内容 
成年後見支援センター「すてっぷ中央」による成年後見制度の利用促進と権

利擁護機能の充実・強化 

 

 

 

取組の方向性 

・本区における成年後見制度利用促進の「中核機関」として、制度理解向上

のための普及・啓発活動や相談支援体制の強化につながる地域連携ネット

ワークの構築、社会貢献型後見人の養成等による担い手の確保等の取り組

みを進めていきます。 

・社会貢献型後見人養成講座の修了者による権利擁護支援事業の生活支援

員としての活動を充実させることにより、後見人候補者としての資質向

上を図ります。 

関連する事業 

 

事業名 

 

事業説明 

取り組み目標 

前期 

（令和 3～5年度） 

後期 

（令和 6～8年度） 

成年後見支援

事業 

成年後見制度に関する

相談全般に応じるとと

もに、制度の普及啓

発、申立ての支援や後

見人候補者の紹介等を

行っている。また後見

人同士のネットワーク

づくりや多様な講座の

開催、同じ区民として

の身近な立場で後見活

動を行う市民後見人

（社会貢献型後見人）

の養成等にも取り組ん

でいる。 

・地域連携ネットワー

クを構築することで、

制度の普及啓発や相談

支援体制の充実を図っ

ていく。 

 

 

・地域連携ネットワー

ク構築のため、地域の

関係者の連絡会を開

催、定例化していく

（年 1 回以上開催）。 

 

 

 

・社会貢献型後見人養

成講座修了者の権利擁

護支援事業の登録生活

支援員としての活動を

充実することで、後見

・地域連携ネットワー

クを活用することで、

成年後見制度の利用促

進を図り、また総合的

な権利擁護支援の対応

力向上を図っていく。 

 

・地域連携ネットワー

クの中心となる連絡会

において、地域課題の

共有と連携強化を行

い、権利擁護支援体制

を充実させていく（年

2 回以上開催）。 

 

・社会貢献型後見人養

成講座修了者も含めた

地域連携ネットワーク

の構築により、多様な

権利擁護支援の担い手

権利擁護支援

事業 

判断能力が不十分な高

齢者等に対し、福祉サ

ービスの利用につなが

るような情報提供や相

談、また必要に応じて

日常的な金銭管理や重
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要書類の保全等の支援

を行っている。 

人候補者を含めた権利

擁護支援の担い手を確

保していく。 

を確保していく。 

 

〇その他発展・強化が必要な事業 

 

事業名 

 

事業説明 

取り組み目標 

前期 

（令和 3～5年度） 

後期 

（令和 6～8年度） 

生活福祉資金

貸付 

金融機関や公的貸付制

度から借入が困難な離

職者や低所得世帯、障

害や介護を要する高齢

者のいる世帯に対して

資金の貸付を行う。ま

た令和 2年 3 月からは

新型コロナウイルスの

感染拡大に伴う特例貸

付も行っている。 

・通常の貸付と同様

に、特例貸付の償還業

務を借受人のトータル

な生活改善に向けた支

援と位置づけ、他の社

協事業や関係機関と連

携しながら総合的にす

すめていく。 

・引き続き償還目的に

とどまらない、借受人

の生活に寄り添った支

援を通して、支えられ

る側から支える側（社

協事業の担い手等）へ

のステップアップを目

指す。 

 

受験生チャレ

ンジ支援貸付 

中学校・高校 3 年生の

受験生がいる低所得世

帯に対し、学習塾・通

信講座の受講費用や高

校・大学受験料などの

貸付を行う。 

・利用者の属性につい

て分析を行うことで、

対象者の傾向をつか

み、広報機会や周知先

等の新規開拓に生かし

ていく。 

 

・相談を通じて、必要

があるケースについて

は貸付以外の支援やサ

ービスにつなげる。 

・広報活動により、広

く区民に本事業の認知

度を高め、潜在的なニ

ーズの掘り起こしにつ

なげていく。 

 

 

・継続 
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５ 計画の推進と進行管理 

●本計画全体の推進と進行管理について 

 本計画全体の進行管理については、PDCA による進行管理を行い、各 PT の

進捗状況に応じて調整会議等で報告・評価します。また、PT については組織

横断的な職員育成の機会としても活用していきます。 

 

 

■PDCAサイクルとは… 

  業務プロセスの管理手法の一つで、計画 

（plan）→実行（do）→評価（check） 

→改善（action）という 4 段階の活動を繰 

り返し行うことで、継続的にプロセスを 

改善していく手法。 

 

 

  

 

 

 

●地域福祉活動計画と関連する事業について 

地域福祉活動計画の推進状況の確認のため、策定にあたった委員で構成され 

る推進評価委員会を令和 3 年 4 月に設置します。また本計画の「４ 計画期

間における各事業の取り組み」についての評価は、地域福祉活動計画で掲げる

「目指す地域の姿」の実現に向けた社協の取り組みの評価として推進評価委員

会で行います。 
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６ 社協組織図（令和３年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局】 


